
会長あいさつ
我が国にとってかつて経験のない国難である新型コロナウイルス感染症は、今も市民生活や経済活動
に大きな打撃を与え続けています。我々自由民主党福岡市議団は、政権与党に連なる市議会最大会派と
して、本市独自の支援策の実施を市長に強く働きかけるとともに、必要な財源の確保に向けた国への要
望活動を継続してきました。コロナと共生する時代を郷土・福岡が力強く歩んでいくことができるよ
う、引き続き会派一丸となって頑張って参る決意です。一方、団塊の世代が後期高齢者となる2025年が
目前に迫る中、運転免許証を返納した後の生活に対する不安が高まっています。生活交通の確保をはじ
め、市民生活の向上につながる取り組みについても着実に推進して参ります。身近な会派所属議員に、
是非とも皆さまの声をお寄せください。 自由民主党福岡市議団　会長　冨永 計久
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令和３年度政策要求の概要

自由民主党福岡市議団は 10月 9日、子ども医療費助成制度の自己負担軽減などを求める要望書を、

髙島市長に提出しました。新型コロナウイルス感染症の流行以降、市内の小児科医院を受診する子ど

もの数が激減するケースが相次いで報告されており、家庭の経済的事情が子どもたちの健康に及ぼす

影響への懸念が高まっていました。

要望では「将来を担う子どもたちの健やかな成長を支えることは社会全体の使命であり、市民共通

の願い」とした上で、全ての子どもたちが経済的事情に左右されることなく必要な医療を適切に受け

られるよう、現行の小学生以下の子ども医療費助成制度の自己

負担額を軽減することを求めました。また併せて、令和３年度

より助成対象となる中学生までの通院医療費についても、自己

負担額を可能な限り低く設定することを求めました。この要望

活動を受け、福岡市では令和３年度途中から、子ども医療費の

自己負担を１医療機関当たり月額５００円に統一することを

決めました。ワンコイン化の実現により、子どもたちを取り巻

く医療の環境が改善することが期待できると考えています。

家庭の経済事情に左右されない子ども医療を
～子ども医療費の自己負担「ワンコイン化」へ～

自由民主党福岡市議団は去る 12 月 8日、来年度の予算要求を市長に提出しました。新型コロナウイ
ルス感染症と共生する社会を念頭に、経済や市民生活への力強い支援を求めた上で、各局で重点的
に取り組むべき施策について提言しました。

・オンラインでの申請が困難な市民や事業者に対する支援の実施
・学校や事業所における感染拡大防止の取り組みの支援
・コロナ禍による生活困窮家庭への支援
・良質な授業用コンテンツの開発をはじめとする一人一台端末の有効活用
・中小事業者、飲食業、農水産の生産者に対する支援強化
・コロナ禍で収入が減少している障がい者施設の運営への支援

新型コロナウイルス感染症への対策（主な項目）

・自転車走行帯が絡む事故の防止対策
・都市計画道路の整備促進
・新型コロナウイルス検査能力の強化
・海洋プラスチックごみや不法投棄対策の強化

生活環境委員会

総務財政委員会
・縦割り行政の見直し
・避難所における暑さ対策
・町内会や自治協など自治組織への支援強化
・悪質な客引き行為の取り締まり強化

教育こども委員会
・保育の安定供給に向けた保育士の確保
・南部療育センター整備の早期実現
・学校給食における地産地消の推進
・ひとり親、共働きや多子世帯への支援強化

経済振興委員会
・空港、港湾における検疫体制の強化
・市内産農水産物の販路拡大
・国内観光客の誘致促進
・物流拠点港としての航路誘致と港湾施設の充実

福祉都市委員会
・高齢者乗車券制度の維持と改善
・介護人材の確保支援の強化
・生活交通確保の取り組み強化
・都心部周辺におけるフリンジパークの整備促進と地下
鉄沿線での駐車場整備



支援制度・窓口等 問い合わせ先

雇用調整援助金
労働者の一時休業などにより雇用維持を図った場合に休業
手当等の一部を事業主へ助成

【国】福岡助成金センター 雇用調整助成金分室
 092-402-0537 平日 8:30~17:15
【国】雇用助成金コールセンター
 0120-60-3999
 9:00~21:00（土日祝日対応）

給
付
金
（
も
ら
え
る
）

飲食店向け感染対策助成金
マスク、消毒液など感染防止対策にかかる物品購入経費を助成
（上限 5万円、複数店舗を有する事業者は上限 10 万円）

【県】コールセンター
 0120-110-193
 9:00~17:00
 （12/29~1/3 を除く土日祝日対応）

接待を伴う飲食店等向け感染防止対策助成金
接待を伴う飲食店等を対象に、空気清浄機やサーモグラフィーカメ
ラなど感染防止対策にかかる備品購入経費を助成
（上限２０万円、複数店舗を有する事業者は上限４０万円）

福岡市新規創業促進補助金
国の特定創業支援等事業を活用し登録免許税半額軽減を受け会社を
設立した方に対し、残りの半分相当額を支援

【市】経済観光文化局　創業支援課
 092-711-4455
 平日 9:00~17:00

新型コロナ対策資本性劣後ローン
「新型コロナ対策資本性劣後ローン」を活用した際の約定利
払金について、利息の補給を行う
上限：月額 6万 3千円
※初回約定利払日の属する月から 3年間（36 か月）
【申込期限：2021/1/29】

【市】経済観光文化局　創業支援課
 092-711-4455
 平日 9:00~17:00

申請手続き等費用の一部支援
事業者向け支援制度の申請手続き等を行政書士または社会
保険労務士へ依頼した際にかかる報酬の一部を支援
士業への報酬額の 5分の 4
上限：5~10 万　※支援制度によって異なる
【申込期限：2021/1/31】

【市】申請サポートセンター
 092-600-4928
 平日 9:00~17:00
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事業者向け共同相談窓口
福岡商工会議所ビルに設置の共同相談窓口（総合受付２階）
福岡労働局、福岡商工会議所、福岡市の３者が連携して対応

飲食店へのアドバイザー派遣
安全安心に取り組む飲食店への安全対策アドバイザーの派遣
安全対策のアドバイス実施、安全対策実施済みの飲食店を
公式ホームページで情報発信（集客支援）

申請サポートセンター
事業者向け支援施策に関する電話相談に対応
申請手続き方法や必要書類などの相談を希望する場合は、
専用相談サポーターが無料で訪問し対応

【市】安全安心に取り組む飲食店事務局
 070-5481-9127
 平日 10:00~17:30

【市】申請サポートセンター
 092-600-4928
 平日 9:00~17:00

福岡商工会議所
 092-441-2161、092-441-2162
 平日 9:00~17:00（12~13 時除く）

【国】家賃支援金コールセンター
 0120-653-930
 （祝日を除く日～金 8:30~19:00）

【県】福岡県家賃軽減支援金コールセンター
 0570-010833（平日 9時～ 17 時）

家賃支援給付金
地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金
※5月から 12 月の売上高について
　〇1ヶ月で前年同月比 50%以上減少　または
　〇連続する 3ヶ月の合計で前年比 30%以上減少
賃料の 3分の 2　または　3分の 1
法人：上限 600 万円　個人：上限 300 万円
【申込期限：2021/1/15】

家賃軽減支援金
地代・家賃（賃料）の負担を軽減する給付金
※5月から 12 月の売上高について
　〇1ヶ月で前年同月比 50%以上減少　または
　〇連続する 3ヶ月の合計で前年比 30%以上減少
賃料の 15 分の 1　または　30 分の 1
法人：上限 60 万円　個人：上限 30 万円
【申込期限：2021/2/28】

事業者向けの主な支援制度

皆様のご意見をお聞かせください。

自由民主党 福岡市議団
Fax：092-741-4874

http://www.jimin-fukuokacity.com/
お声は、FAX・Webで

自民党福岡市議団 検索

※市議団レポートに掲載している情報は令和 2年 11 月 26 日現在のもので配布時には
キャンペーン等が既に終了している場合があります

ご利用下さい！身近な「GO TO」
新型コロナウイルス感染症で打撃を受けた経済の立て直しに向け「GO TO トラベル」「Go To Eat」
など様々なGO TO 施策が展開されています。改めて、活用方法を紹介します！

概要

GO TO トラベル活用の流れ
①キャンペーンのホームページで、対象の旅行代理店や宿泊先を探す
※旅行代理店ごとのキャンペーンページでの手続きへと続きます
※特にご希望の宿泊施設がある場合宿泊先検索で対象かどうかが確認できます
 https://goto.jata-net.or.jp/

②行き先、旅程を決めて、予約をすればクーポン券が支
給され、旅行代金が割り引かれます
※クーポン券は旅行先の都道府県と周辺で使用可
※旅行日程の範囲内で利用期限があります

国内旅行をする際に、旅行代金の 5割が補助されます。
※補助上限は 1泊当たり 2万円（日帰りは 1万円）
※割引のうち 3割は旅行先などで利用できるクーポン券で支給され、残りの 7割は旅行
代金の割引に当てられます

GO TO トラベル

概要

①コンビニエンスストア（セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート）で食事券を購入する
 https://gotoeat-fukuoka.jp/
Go To Eat 福岡のホームページから、各コンビニごとの食事券発行サイトへ
県内では総額 100 億円が 3期に分けて発売されます
1万円の食事券を 8,000 円で購入できます（25％お得）

②キャンペーン加盟店での飲食の会計で食事券を使って支払いをする
※プレミアム付き食事券が利用できる飲食店であるかどうかについて
は、予め確認してください
※加盟店以外の飲食店では利用できません

8,000 円で購入できるプレミアム付き食事券で 10,000 円分の飲食ができます
※ご利用の飲食店がキャンペーン対象店舗として登録されている必要があります

Go To Eat

GO TO Eat 活用の流れ


